
一
頁

○
総
務
省
令
第
八
十
五
号

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
の
一
部
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及

び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
四
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
十
九
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
第

十
三
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。



二
頁

第
八
条
の
三
十
六
第
一
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
八
第
七
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
三
様
式
中
「
（当

該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.

ー

3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

）

ー
、

ー

）の
割
合

」
を
「
）の

割
合

（当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
9
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１

パ
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（以

下

「特
例
基
準
割
合

」と
い
う

）が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場

ー
。

ー

合
に
は

そ
の
年

（以
下

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

）中
に
お
い
て
は

年
1
4
.
6
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て

、
。

、
ー

は
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
7
.
3
パ

ー
、

ー

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年

ー

7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合

）と
し
ま
す

）
」
に
改
め
る
。

ー
、

ー
。

第
一
号
の
四
様
式
中
「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、
「
（当

該
期
間
の
う
ち
平
成
1
2
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て

は
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
1
5
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に

、



三
頁

よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満

ー
ー

た
な
い
場
合
は

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

）
）の

割
合

」
を
「
）の

割
、

ー

合

（当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
9
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加

ー

算
し
た
割
合

（以
下

「特
例
基
準
割
合

」と
い
う

）が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年

（以
下

。
ー

、

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

）中
に
お
い
て
は

年
1
4
.
6
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
適

。
、

ー

用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て

ー
、

ー

は
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を

ー
ー

超
え
る
場
合
に
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合

）と
し
ま
す

）
」
に
、
「で

あ
る

」
を
「で

す

」
に
、
「納

付
し
な
か

、
ー

。
。

。

つ
た

」
を
「納

付
し
な
か
っ
た

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
中
「8

5
%

」
を
「8

4
.
8
9
5
%

」
に
、
「8

0
%

」
を
「7

9
.
7
9
%

」
に
、
「7

0
%

」
を
「6

9
.
5
8
%

」
に
、
「6

7

%

」
を
「6

6
.
5
1
7
%

」
に
、
「5

7
%

」
を
「5

6
.
3
0
7
%

」
に
、
「5

0
%

」
を
「4

9
.
1
6
%

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
（当

該
期
間
の
う
ち
平
成
1
2
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年

、

の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
1
5
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割



四
頁

引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

当
該
商
業
手
形
の
基

ー
ー

、

準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

）
）の

割
合

」
を
「
）の

割
合

（平
成
1
2
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
2
5

ー

年
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行

、

法
第
1
5
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割

ー

合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は

ー
、

、
ー

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す

平
成
2
6
年
１
月
１
日
以
後
の
期

、
ー

。

間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
9
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に

、

年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「特
例
基
準
割
合

」と
い
う

）が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な

ー
。

ー

い
場
合
に
は

そ
の
年

（以
下

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

）中
に
お
い
て
は

年
1
4
.
6
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ

、
。

、
ー

っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
7
.
3

ー
、

パ
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合

ー
ー

が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合

）と
し
ま
す

）
」
に
、
「で

あ
る

」
を

ー
、

ー
。

。

「で
す

」
に
改
め
る
。

。



五
頁

第
四
号
の
二
様
式
中
「
（当

該
期
間
の
う
ち
平
成
1
2
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の

、

前
年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の

基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

当
該
商
業

ー
ー

、

手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

）
）の

割
合

」
を
「
）の

割
合

（平
成
1
2
年
１
月
１
日
か

ー

ら
平
成
2
5
年
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る

、

日
本
銀
行
法
第
1
5
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加

ー

算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に

ー
、

、
ー

あ
っ
て
は

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す

平
成
2
6
年
１
月
１
日

、
ー

。

以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
9
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ

、

た
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「特
例
基
準
割
合

」と
い
う

）が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合

ー
。

ー

に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年

（以
下

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

）中
に
お
い
て
は

年
1
4
.
6
パ

セ
ン
ト
の

、
。

、
ー

割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

ー

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し

、
ー

ー



六
頁

た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合

）と
し
ま
す

）
」
に
、
「な

つ
て

ー
、

ー
。

い
ま
す

」
を
「な

っ
て
い
ま
す

」
に
、
「で

あ
る

」
を
「で

す

」
に
改
め
る
。

。
。

第
五
号
の
二
様
式
中
「で

あ
つ
た

」
を
「で

あ
っ
た

」
に
、
「
（こ

れ
ら
の
期
間
の
う
ち
平
成
1
2
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間

に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一

、

号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト

ー
ー

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

）
）の

割
合

」

、
ー

を
「
）の

割
合

（平
成
1
2
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
2
5
年
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前

、

年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
1
5
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準

割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お

ー
ー

、

い
て
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た

、
ー

、
ー

割
合
と
し
ま
す

平
成
2
6
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第

。
、

9
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「特
例
基
準
割
合

」と
ー

い
う

）が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年

（以
下

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

）中
。

ー
、

。



七
頁

に
お
い
て
は

年
1
4
.
6
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
7
.
3
パ

、
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト

ー
、

ー
ー

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は

年
7
.
3
パ

セ
ン
ト
の

ー
、

ー

割
合

）と
し
ま
す

）
」
に
、
「で

あ
る

」
を
「で

す

」
に
改
め
る
。

。
。

。

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
中
「第

2
3
条
第
１
項

」
を
「第

2
6
条
第
１
項

」
に
、
「第

1
3
条

」
を
「第

1
6
条

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
八
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
八
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
、
第
八
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
イ
、
同
項
第
二
号
イ

及
び
第
八
条
の
三
十
六
第
一
号
並
び
に
第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

附
則
第
三
条
の
二
の
八
第
七
号
の
改
正
規
定

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
五
日
）



八
頁

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
七
の
二
第
七
号
中
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
四
」
を
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
五
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
中
「
同
条
第
七
号
中
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
四
」
を
「
同
条
第
七
号
中
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
五
」
に

改
め
る
。


